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契 約 管 財 課 

  

土地の無償譲渡について（新橋四丁目） 

 

１ 概要 

 特別区道第３１号線、３２号線、３３号線、３４号線及び４３号線は、「環

状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画」（以下「地区計画」といいます。）の

事業用地とするため、平成２０年第１回港区議会定例会及び平成２７年第３

回港区議会定例会へ当該特別区道路線の廃止に係る議案を提出し、議決の上、

廃止しました。 

当該特別区道路線を廃止した土地は、環状二号線の区域と重複する旧区道

敷であり、区域内の地区計画が完了するまでの間、「環状第二号線新橋・虎

ノ門地区第二種市街地再開発事業の施行に伴う区有財産の取扱いに関する

確認書」（以下「確認書」といいます。）に基づき、東京都に無償貸付をして

きました。 

今般、区域内の地区計画が完了したため、確認書に基づき、無償譲渡しま

す。 

 

２ 土地の表示 

 所在（地番） 地積 備考 

１ 港区新橋四丁目２０番２６ １２８．１５㎡ 旧特別区道第３１号線 

２ 港区新橋四丁目２２番２８ １６０．１８㎡ 旧特別区道第３２号線 

３ 港区新橋四丁目２８番２２ １２７．８７㎡ 旧特別区道第３３号線 

４ 港区新橋四丁目３０番３１ １２７．９７㎡ 旧特別区道第３４号線 

５ 港区新橋四丁目１番１２ １６０．９５㎡ 旧特別区道第４３号線 

 

３ 譲渡の相手方 

東京都都市整備局第二市街地整備事務所長 小口 新吾 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年 ４月    無償譲渡に係る契約締結 

  

令和３年１月２２日 資料№４ 
総 務 常 任 委 員 会 
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５ 案内図 

 

この地図は、国土地理院の地理院地図を使用したものです。 
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